
中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、移住・定住を促進し地域の活性化を図るため、賃貸住宅の賃借を行

う子育て世帯並びに新たに住宅等を供給する民間事業者等に対し、予算の範囲内におい

て中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金（以下「補助金」という。）を交付

するものとし、その交付等に関しては、町費補助金交付規則（昭和４２年規則第５号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）定住 永く住むことを前提に町内に住所を有し、かつ、生活の実態があることをい

う。 

（２）賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する

集合住宅又は一戸建てであり、かつ、各戸に玄関、便所、浴室、台所が設置されてい

るものをいう。 

（３）子育て世帯 高校生以下の子どもを扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意

思を有する世帯をいう。 

（４）宅地分譲 新たに定住を目的とした一戸建て住宅の建築の用に供する宅地として、

第三者に販売提供するための造成工事をいう。 

 （補助事業等） 

第３条 補助事業の種類は次のとおりとする。 

（１）子育て世帯賃貸住宅家賃助成事業 

（２）賃貸住宅等建設支援事業 

（３）宅地分譲支援事業 

２ 前項各号に掲げる補助事業の対象者及び対象経費等は、別表第１のとおりとする。 

 （交付の申請） 

第４条 補助金の交付申請は、中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金交付申請

書（様式第１－１号または様式第１－２号）によるものとし、別表第１に定めるところ

により町長に提出するものとする。 

 （審査会の設置） 

第５条 申請書の内容を審査するため、審査会を設置する。 

２ 審査会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。 

（１）副町長 

（２）総務課 １名 

（３）企画課 １名 

（４）税務住民課 １名 

（５）建設水道課 １名 



（６）農林課 １名 

（７）福祉課 １名 

３ 審査会の委員長は、副町長をもって充てる。 

４ 審査会は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。 

５ 審査会は、申請書の審査を経たのち、その結果を町長に報告するものとする。 

 （交付決定の通知） 

第６条 町長は、前条第５項の報告を受けたときは、規則第３条の規定による査定を行い、

補助金の交付又は不交付の決定をしなければならない。 

２ 町長は、前項の決定をしたときは、交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）に対し、中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金交付決定通知書（様式

第２号）により通知する。 

 （変更等の手続） 

第７条 交付決定者は、補助事業の内容を変更し、又は中止するときは、中富良野町子育

て世代等応援定住促進事業変更（中止）承認申請書（様式第３号）を町長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認め

るときは、中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金変更決定通知書（第４号様

式）により補助対象者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第８条 規則第７条の規定による実績報告は、中富良野町子育て世代等応援定住促進事業

実績報告書（様式第５号）によるものとし、別表第１に定めるところにより町長に提出

しなければならない。 

 （交付の請求） 

第９条 補助金の請求は、中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金交付請求書（様

式第６号）によるものとする。 

２ 交付決定者は、別表第１に定める補助金について、前払金の方法により町長に請求す

ることができる。 

３ 前項の規定による請求は、中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金前払金請

求書（様式第７号）によるものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１０条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を

取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。 

（３）第３条第１項第１号の事業に係る交付決定者が、補助金の交付決定日から起算して

５年以内に町外に転出したとき。 

（４）第３条第１項第２号の事業に係る交付決定者が、所有権保存登記の日から起算して

５年以内に当該施設等を他の利用目的で使用したとき。 



（５）第３条第１項第３号の事業に係る交付決定者が、工事完了の日から起算して５年以

内に当該施設等を他の利用目的で使用したとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助金交付取消通知書

（第８号様式）により交付決定者に通知するものとする。 

 （補助金の返還） 

第１１条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、当該交付

決定者に補助金の返還を命じるものとする。ただし、町長が特別の事情がある場合にお

いて必要と認めるときは、補助金の返還を免除することができる。 

 （その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要綱は、平成２７年１２月２１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年７月９日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に、改正前の中富良野町子育て世代等応援定住促進事業補助金交

付要綱（平成２３年４月施行）の規定によりなされた決定、手続きその他の行為で、

この要綱に相当規定があるものは、この要綱の当該相当規定によりなされたものとみ

なす。 

 

 



イ 賃貸住宅等建設支援事業 

対象者 

次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

(1) 令和２年７月９日以降に賃貸住宅を建設すること。 

(2) 申請日の属する年度の前年度において納付すべき市町村民税や

公共料金の滞納がないこと。 

補助金 

種類、金額及び回数は、次のとおりとする。 

賃貸住宅１戸当りの金額に戸数を乗じた額以内とし、会計年度内にお

ける上限金額を 400 万円とする。 

 

＜１戸当り＞ 

・１または２の居室を有する住戸形式：１LDK 等（専有面積 10 ㎡以

上）～30 万円 

・３の居室を有する住戸形式：２LDK 等（専有面積 50 ㎡以上）～50

万円 

・４以上の居室を有する住戸形式：３LDK 等（専有面積 65 ㎡以上）

～70 万円 

＜居室＞ 

・リビング、ダイニング、寝室など他の部屋と間仕切壁等で明確に区

画されている部屋 

・居室の最低面積は 4.5 畳以上であること 

申請手続 

１ 申請時期：工事着手前に申請すること。 

２ 添付書類 

 (1) 別紙２（賃貸住宅等建設支援事業用） 

(2) 建築基準法に基づく確認済証の写し 

(3) 付近見取図（縮尺は任意） 

(4) 配置図（縮尺 1,000 分の１以上） 

(5) 各階平面図及び立面図（縮尺 400 分の１以上） 

(6) 納税証明書又は非課税証明書 

(7) 法人の場合は直近の決算書類、定款及び商業登記簿謄本 

(8) 建物の工事見積書 

(9) その他町長が必要と認める書類 

実績報告 

１ 報告期限：工事完了後速やかに報告すること。 

２ 添付書類 

(1) 建築基準法に基づく検査済証の写し 

(2) 工事に要した経費を明らかにできる書類（領収書又はこれに準

じるものの写し） 

(3) 工事写真（着工前・工事中・完成） 

(4) 登記済権利書（建物の所有権保存登記） 

(5) その他町長が必要と認める書類 

備  考 

 ・ゴミステーション、街灯（防犯灯含む）、水道、下水道、道路及び

除排雪等については事前協議をすること。 

 ・算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その額を

切り捨てるものとする。 


